
【機２】  【配付者限り】 

 

令和７年度 第６回理事会 

 

日 時：令和７年９月５日（金）15:30～ 

 

場 所：森林総合研究所（つくば市）特別会議室 

 

 

Ⅰ．報 告 

 

１． 令和８年度予算概算要求の概要について［総合調整室］ 

 

２． 令和７年度第１回森林保険センター統合リスク管理委員会 審議概要について 

（非公表）［森林保険センター］ 

 

３． 災害救助法の適用を受けた区域を対象とした森林保険の対応について 

［森林保険センター］ 

 

 

Ⅱ．その他 
 
１．今後の主な会議・行事予定について 

 

２．主要行事 

 

３．森林総合研究所が広報普及した主な研究成果等について 
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理 事 会 資 料 
令和 7 年 9 月 5 日 
総 合 調 整 室 

 
 
 
 

令和 8 年度予算概算要求の概要について 
 
 

（1）令和 8 年度林野庁関係予算概算要求の概要 1～3 
（2）森林総合研究所・林木育種センター関係予算 4～5 
（3）森林整備センター関係予算    6～12 
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総合調整室 調整係
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理 事 会 資 料 

令和７年９月５日 

森林保険センター 

 

 

 

災害救助法の適用を受けた区域を対象とした森林保険の対応について 

・令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨 

・令和７年８月20日からの大雨に伴う災害 

・令和７年台風12号に伴う災害 

 

○ 上記災害により、災害救助法の適用を受けた区域を対象に、森林保険契約

の継続手続きの猶予措置を定めた通知を道府県森林組合連合会等に発出（別

添１、２及び３）するとともに、森林保険センターホームページにも掲載 

 

○ 措置内容は、いずれも 

①保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続契約の申込みができなかっ

た場合であっても、令和８年２月27日までに申出があった場合は、同日ま

で継続契約の締結手続きを猶予する。 

②猶予期間内に保険料を添えて継続契約の申込が行われた場合は、現契約と

同一の契約条件により、現契約の満了日をもって継続による契約が成立し

たものとする。 
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総合調整室 調整係
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 ７森林保業第 257号-２ 

令和７年８月 15 日 

道府県森林組合連合会 代表理事会長 様 

東京都森林組合 代表理事組合長 様 

大阪府森林組合 代表理事組合長 様 

中はりま森林組合 代表理事組合長 様 

 

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林保険センター所長（法人印省略） 

                               

 

 

災害救助法の適用を受けた区域を対象とした森林保険の対応について 

（令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨）（対象区域拡大） 

 

 

 令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨にかかる災害救助法（昭和 22 年法律第

118号）の適用を受けた市町に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び同市町に住所

を有している保険契約者又は被保険者の保険契約について、保険契約者が保険期間満了の30

日前までに継続契約の申込みができなかった場合であっても、令和８年２月 27 日までに申

出（別紙参照）があった場合は、同日まで継続契約の締結手続きを猶予します。 

 また、令和８年２月 27 日までに保険料を添えて継続契約の申込が行われた場合は、現契

約と同一の契約条件により、現契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとしま

す。 

なお、令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨により森林保険の継続契約の手続

きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに相談して下さい。  

 

以上 

 

別添１
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【別紙】 
 

令和  年  月  日 
 
 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 殿 

 
 

森林保険に係る申出書 
 
 
申出者住所： 

申出者氏名：               ○印 （自署の場合は省略可） 

 
 
森林保険に係る手続きについて、下記のとおり令和８年２月 27 日までの猶予

を申し出ます。 
 
 

記 
 
 
該当手続き ：森林保険契約の継続手続き 
理由  ：森林保険契約を継続し災害に対する補償を維持するため 
証書番号 ： 
保険契約者 ： 
被保険者 ：       （外   名） 
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令和７年８月 14 日  

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

 
 

 
令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる 

災害救助法の適用について【第９報】 
 

１．災害の概要 

令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨により、多数の者が生命又は身体に

危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、石川県の１市、山口県の１市、熊

本県の６市５町、鹿児島県の４市に災害救助法の適用を決定した。 

 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 被害の状況等 備  考 

【山口県】 

宇部市 

（うべし） 

【熊本県】 

熊本市（救助実施市） 

（くまもとし） 

八代市 

（やつしろし） 

玉名市 

（たまなし） 

上天草市 

（かみあまくさし） 

宇城市 

（うきし） 

天草市 

（あまくさし） 

下益城郡美里町 

（しもましきぐんみさとまち） 

玉名郡玉東町 

（たまなぐんぎょくとうまち） 

玉名郡長洲町 

（たまなぐんながすまち） 

上益城郡甲佐町 

（かみましきぐんこうさまち） 

八代郡氷川町 

（やつしろぐんひかわちょう） 

 

８月 10日 

令和７年８月６日からの低気圧と前線

による大雨により、多数の者が生命又は

身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じており、継続的に救助を必要として

いる。 

災害救助法施行

令第１条第１項

第４号適用 

８月 14日 15時 00分公表 
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災害救助法 

適用市町村 
法適用日 被害の状況等 備  考 

【石川県】 

金沢市 

（かなざわし） 

【鹿児島県】 

薩摩川内市 

（さつませんだいし） 

曽於市 

（そおし） 

霧島市 

（きりしまし） 

姶良市 

（あいらし） 

８月７日 

 

２．これまでにとられた措置 

・ 避難所の設置 等 
本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者生活再建担当）付 

     藤田、新野、阿部、池沼、田村 

TEL 03-5253-2111（内線 51276） 

03-3503-9394（直通） 
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 ７森林保業第２６０号

令和７年８月２１日

道府県森林組合連合会 代表理事会長 様

東京都森林組合 代表理事組合長 様

大阪府森林組合 代表理事組合長 様

中はりま森林組合 代表理事組合長 様

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林保険センター所長（法人印省略）

                              

災害救助法の適用を受けた区域を対象とした森林保険の対応について

（令和７年８月 20日からの大雨に伴う災害）

 令和７年８月 20 日からの大雨に伴う災害にかかる災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）

の適用を受けた市に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び同市に住所を有してい

る保険契約者又は被保険者の保険契約について、保険契約者が保険期間満了の 30 日前まで

に継続契約の申込みができなかった場合であっても、令和８年２月 27 日までに申出（別紙

参照）があった場合は、同日まで継続契約の締結手続きを猶予します。

 また、令和８年２月 27 日までに保険料を添えて継続契約の申込が行われた場合は、現契

約と同一の契約条件により、現契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとしま

す。

なお、令和７年８月 20 日からの大雨に伴う災害にかかる森林保険の継続契約の手続きを

行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに相談して下さい。

以上

別添２
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【別紙】 
 

令和  年  月  日 
 
 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 殿 

 
 

森林保険に係る申出書 
 
 
申出者住所： 

申出者氏名：               ○印 （自署の場合は省略可） 

 
 
森林保険に係る手続きについて、下記のとおり令和８年２月 27 日までの猶予

を申し出ます。 
 
 

記 
 
 
該当手続き ：森林保険契約の継続手続き 
理由  ：森林保険契約を継続し災害に対する補償を維持するため 
証書番号 ： 
保険契約者 ： 
被保険者 ：       （外   名） 
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令和７年８月 20 日  

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

 
 

 
令和７年８月20日からの大雨にかかる 

災害救助法の適用について 
 
 
 

１．災害の概要 

令和７年８月 20日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じていることから、秋田県は１市（仙北市）に災害救助法の適用を決定し

た。 

 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 被害の状況等 備  考 

【秋田県】 

仙北市 
（せんぼくし） 

 

８月 20日 

令和７年８月 20日からの大雨により、

多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じており、継続的

に救助を必要としている。 

災害救助法施行

令第１条第１項

第４号適用 

 

 

２．これまでにとられた措置 

・ 避難所の設置 等 

 

 

 

  

本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者生活再建担当）付 

     藤田、新野、阿部、池沼、田村 

TEL 03-5253-2111（内線51276） 

03-3503-9394（直通） 

８月 20日 17時 00分公表 

（参考）
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 ７森林保業第２６６号 

令和７年８月２９日 

道府県森林組合連合会 代表理事会長 様 

東京都森林組合 代表理事組合長 様 

大阪府森林組合 代表理事組合長 様 

中はりま森林組合 代表理事組合長 様 

 

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林保険センター所長（法人印省略） 

                               

 

 

災害救助法の適用を受けた区域を対象とした森林保険の対応について 

（令和７年台風第 12号に伴う災害） 

 

 

 令和７年台風第 12号に伴う災害にかかる災害救助法（昭和 22年法律第 118号）の適用を

受けた市に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び同市に住所を有している保険契

約者又は被保険者の保険契約について、保険契約者が保険期間満了の 30 日前までに継続契

約の申込みができなかった場合であっても、令和８年２月 27 日までに申出（別紙参照）が

あった場合は、同日まで継続契約の締結手続きを猶予します。 

 また、令和８年２月 27 日までに保険料を添えて継続契約の申込が行われた場合は、現契

約と同一の契約条件により、現契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとしま

す。 

なお、令和７年台風第 12 号に伴う災害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが

困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに相談して下さい。  

 

以上 

 

別添３
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【別紙】 
 

令和  年  月  日 
 
 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 殿 

 
 

森林保険に係る申出書 
 
 
申出者住所： 

申出者氏名：               ○印 （自署の場合は省略可） 

 
 
森林保険に係る手続きについて、下記のとおり令和８年２月 27 日までの猶予

を申し出ます。 
 
 

記 
 
 
該当手続き ：森林保険契約の継続手続き 
理由  ：森林保険契約を継続し災害に対する補償を維持するため 
証書番号 ： 
保険契約者 ： 
被保険者 ：       （外   名） 
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令和７年８月29日現在

災害救助法の適用による森林保険のお手続き猶予措置状況

対象災害等 対象区域
（防災情報のページへリンク）

措置決定日 お手続き猶予期限 終了日

令和７年台風第12号に伴う災害 鹿児島県の１市 2025/8/21 2026/2/27

令和７年８月20日からの大雨 秋田県の１市 2025/8/20 2026/2/27

令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨

石川県の１市
山口市の１市
熊本県の6市5町
鹿児島県の4市

2025/8/14 2026/2/27

令和７年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波

北海道の69 市町村
青森県の９市町村
岩手県の12 市町村
宮城県の15 市町
福島県の３市町
静岡県の８市町
三重県の２市

2025/7/30 2026/1/30

令和７年台風第８号に伴う災害 沖縄県の２村 2025/7/30 2026/1/30

トカラ列島近海を震源とする地震 鹿児島県の１村 2025/7/11 2026/1/30

令和７年３月23日に発生した林野火災 愛媛県の２市 2025/3/27 2025/7/31 2025/8/1

令和７年岩手県大船渡市における大規模火災 岩手県の１市 2025/2/27 2025/7/31 2025/8/1

令和７年２月17日からの日本海側を中心とした大雪 青森県の６市３町１村
新潟県の１市 2025/2/26 2025/7/31 2025/8/1

令和７年２月４日からの大雪 福島県の３市11町５村
新潟県の５市２町 2025/2/13 2025/7/31 2025/8/1

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故 埼玉県の１市 2025/2/12 2025/7/31 2025/8/1

令和６年12月28日からの大雪 青森県の10市町村 2025/1/8 2025/7/31 2025/8/1

令和６年11月８日からの大雨 鹿児島県の１町 2024/11/11 2025/2/28 2025/3/1

（参考２）
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令和７年９月理事会資料 

国 立 研 究 開 発 法 人 

森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 

 

今後の主な会議・行事予定について 

日 付 研
究 

整
備 

保
険 

行 事 名 場 所 等 

9月11日 ○   

農林水産技術会議委託プロジェクト研究成果

発表シンポジウム「植物バイテク技術が切り

拓く林木育種の高度化と効率化」 

オンライン開催 

（主催：森林バイオ研究センター） 

9月11日～ 

12日 
○   関西地区林業試験研究機関連絡協議会 

和歌山県勤労福祉会館プラザホー

プ（和歌山市） 

（出席：関西支所、四国支所、関

西育種場） 

9月18日～ 

19日 
○   「省力化・低コスト造林技術」現地検討会 

建部町文化センター（岡山市） 

（主催：近畿中国森林管理局、関西

支所） 

9月18日～ 

19日 
○ ○ ○ 会計実地検査（第5局） 

森林総合研究所、森林整備センター 

（実施：会計検査院） 

9月18日～ 

11月30日 
○   

多摩森林科学園2025企画展 

「クマ」-- かわいい？ こわい？ --  

“知る”という選択 

多摩森林科学園（東京都八王子市） 

（主催：多摩森林科学園） 

9月19日 ○   森林講座「野と林の近現代史」 

多摩森林科学園森の科学館 

（東京都八王子市） 

（主催：森林総合研究所） 

9月20日 ○   令和7年度森林総合研究所四国支所一般公開 
四国支所（高知市） 

（主催：四国支所） 

9月27日 ○   
第80回立田山森のセミナー「森林の気候緩和

機能ってなに？」 

九州支所（熊本市） 

（主催：九州支所） 

9月29日～ 

30日 
○ ○  

令和7年度林業研究・技術開発推進関東・ 

中部ブロック会議 

農林水産省 

（主催：林野庁、森林総合研究所） 

10月2日 ○   令和7年度関西地区特定母樹等普及促進会議 
近畿中国森林管理局（大阪市） 

（主催：関西育種場） 

10月3日 ○   
令和7年度林業研究・技術開発推進近畿・中

国ブロック会議 

近畿中国森林管理局（大阪市） 

（主催：林野庁、関西支所） 
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10月4日～ 

 5日 
 ○ ○ 令和7年度武蔵小杉駅前優しい木のひろば 

グランツリー武蔵小杉(神奈川県川

崎市) 

（主催：令和7年度武蔵小杉駅前優

しい木のひろば実行委員会、共催：

川崎市、後援：林野庁（予定）） 

（ブース出展：森林整備センター、

森林保険センター） 

10月15日 ○   

2025年度森林総合研究所公開講演会 

「2050年の森：人口減少社会におけて森林の

の果たす役割とは」 

ノバホール（茨城県つくば市） 

（主催：森林総合研究所） 

（後援：林野庁） 

10月21日～

22日 
○   

令和7年度林業研究・技術開発推進九州ブロ

ック会議 

九州森林管理局（熊本市） 

（主催：林野庁、九州支所） 

10月22日 ○   令和7年度九州地区特定母樹等普及促進会議 
九州森林管理局（熊本市） 

（主催：九州育種場） 

10月24日～

29日 
 ○  会計検査院実地検査 

岐阜水源林整備事務所（岐阜市） 

（実施：会計検査院） 

10月26日 ○ ○  水都おおさか森林（もり）の市2025 

桜ノ宮合同庁舎、毛馬桜之宮公園 

（大阪市） 

（ブース出展：関西支所、関西育種 

場、近畿北陸整備局） 

10月29日 ○   
令和7年度林業研究・技術開発推進四国ブロ

ック会議 

高知会館（高知市） 

（主催：林野庁、四国支所） 
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月　　日 行　事　内　容 出　席　者

8月８日(金) 【共】理事会（森林整備センター開催） 理事長、各理事、森林保険センター所長、監事

27日（水） 【共】独立行政法人評価制度委員会 理事長、各理事、森林保険センター所長、監事

9月1日(月) 庁議 理事長

2日(火) 【研】環境研究機関連絡会 理事長、研究担当理事

3日(水)
～4日(木)

【研】関西支所監事監査 監事

主要行事（令和７年８月８日～令和７年９月４日）

※【研】：森林総合研究所、【育】：林木育種センター、【整】：森林整備センター、【保】：森林保険センター、【共】：共通の行事の略

令和７年９月理事会資料

国 立 研 究 開 発 法 人

森林研究・整備機構
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森林総合研究所が広報普及した主な研究成果等について

〇　前月以降公開済の研究成果

研究者・担当者名 掲載誌名 論文公開時期 備考

1
ｳｴﾉ ｻﾈﾖｼ
上野 真義
樹木分子遺伝研究領域

The Plant Journal 2025/04

2
ｶﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ
勝山 祐太
森林防災研究領域

Cold Regions Science
and Technology

2025/07

3
ｵﾀﾞ ｷﾐｻﾄ
小田 龍聖
森林管理研究領域

Forests 2024/04
プレスリリー
ス

4
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳｲﾁ
山浦 悠一
四国支所

Animal Conservation 2025/04
プレスリリー
ス

5
ﾐﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ
深山 貴文
森林防災研究領域

Earth System
Science Data

2025/08
プレスリリー
ス

〇　最近のシンポジウム・イベント
名称 担当 主催等 開催場所 開催日 備考

1
森林講座「シカは減っている
のか？効率的な個体数管理
のためのメスジカ捕獲」

森林総合研究所
多摩森林科学園業務課

森林総合研究所
多摩森林科学園
森の科学館
（東京都八王子市）

8月20日（水）

2
つくばちびっ子博士2025　もり
の展示ルーム　夏休み公開

森林総合研究所
企画部広報普及科

つくば市 森林総合研究所
7月22日(火)
～8月15日(金)

3 夏休み研究相談2025
森林総合研究所
企画部広報普及科

森林総合研究所 森林総合研究所
7月22日(火)
～8月29日(金)

アジア地域初！陸域生態系によるCO₂吸収動態を明ら
かにする大規模基盤データセット「JapanFlux2024」を構
築

東京23区の住民で過去1年間に森林を訪れたのは3人
に1人—森林空間利用を促すには何が必要なのか？—

広報タイトル

令 和 7 年 9 月 理 事 会 資 料
森 林 研 究 ・ 整 備 機 構
森 林 総 合 研 究 所

コナラとタイワンコナラの共存域、同種でも葉の形違え
て競争回避

日別雪崩発生数を推算、検出率７０％の数理モデルを
開発

遠くの自然を守るには、近くの自然とのつながりが大切
—渡り鳥の越冬地における保全活動への 支払い意志
額に影響するもの—
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